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☆放課後児童会とは

放課後児童会は、放課後の時間や学校の長期休暇の時などに、保護者が働いているなどの理由

で、お家を留守にしている家庭の子どもたちが、安全に安心して過ごす場所です。 

 

☆放課後児童会概要
 
 

小学校 施設名 募集人数 開設時間 会費 

長泉小学校 

やまゆり児童会 

ひなげし児童会 

さくら児童会 

さくら第２児童会 

７０人 

５５人 

８０人 

 3 5 人 【平日】 

下校時 ～ 18:30 

 

【学校休業日】 

7:30～18:30 

(土曜日含む)  

負担金 

 4,000 円/月 

（児童扶養手当受給者

は１人 2,000 円/月） 

おやつ代 

１00 円/日 

傷害保険料 

200 円/月 

延長料金 

200 円/回 

北小学校 

コスモス児童会 

すずらん児童会 

すみれ児童会 

７０人 

７０人 

８０人 

南小学校 

たんぽぽ児童会 

ひまわり児童会 

あさがお児童会 

４０人 

６０人 

８０人 

※土曜日については、事前に開所希望の連絡がない場合は休会となります。（当日の開所希望は

受付いたしません）土曜日はやまゆり児童会１箇所のみの開所となりますので、全ての児童は

やまゆり児童会へ登所することになります。 

※児童会閉所日…日・祝祭日、年末年始、年度切換日(4/1) 

※希望者は別途 200 円/回で 18:30～19:00 の延長利用ができます。 

※夏休み期間のみ利用を希望する場合は夏休み限定放課後児童会にお申し込みください。詳細に

ついては別添資料を参照ください。 

 

☆生活指導

学 習：学習（宿題）は自発的に行い、指導員は学習指導を行いません。 

遊 び：児童会を拠点として、室内遊びや校庭で外遊びを実施します。 

おやつ：毎日あります。 

その他：学校給食がない日は弁当持参になります。 

※長期休業期間はお弁当のネット注文サービスをご利用いただけます。 
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☆入会条件

児童の保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当し、当該児童を保育することが 

できないと認められた場合。 

(1) 昼間家庭の外で就労（就学）している場合。（下記の条件を満たす場合のみ） 

    (ｱ)勤務終了時刻が午後２時以降。 

    (ｲ)土曜日を含め、週４日以上勤務している。（午後２時前に終了する日は含まない） 

    (ｳ)一日 5 時間以上勤務している（休憩時間を含む）。 

(2) 母親が妊娠中又は出産後間もない場合。（産休期間である場合） 

(3) 疾病、負傷により入院や自宅療養をしている場合。 

(4) 精神若しくは身体に障がいを有している場合。 

(5) 親族に、長期にわたる疾病や障がいを有する者がおり、常時介護・看護が必要な場合。 

(6) その他特別な事情により保護者が児童を保育することができないと町長が認めた場合。 

※次の事項に該当する場合は入会できません。 

(1) 児童の下校時に当該児童を保育可能な 65 歳未満の同居祖父母がいる場合。 

(2) 児童の迎えが 19 時までに出来ない場合。 

(3) 前年度以前の利用料や保育料に滞納がある場合。 

(4) その他町長が利用を不適当と認めた場合。 

 ※申込数が定員数を上回った場合は、児童の学年や保護者の勤務状況、家庭環境等を考慮して

入会を決定します。審査の結果、入会できない場合もありますので、予めご承知おきくださ

い。その場合、入会できるようになり次第、ご案内をいたします。 

 

☆入会申込

受付期間 令和７年 11 月４日（火）8:30 ～ 11 月 25 日（火）17:15 ※土日祝含む 

申込方法 下記 QR コードから電子申請 ※就労証明書は申請フォームに写真を添付 

         

 

【就労証明書のダウンロードはこちら↓】 
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☆注意事項

①児童 1 人につき 1 回ずつ申請が必要となります。 

②保護者の就労証明書の内容は、必ず勤務先の担当者に記入してもらってください。勤務先に内

容の確認をすることがあります。虚偽の申請があった場合は受付を取消いたします。 

③65 歳未満の就労している同居祖父母がいる場合も就労証明書が必要となります。 

 

☆その他

・開所日であっても、災害時等には臨時休所とする場合があります。 

・退所した後の再登所はできません。 

 ・負担金を滞納した場合は退会となる場合があります。 

 ・放課後児童会入会期間は年度末までですので、継続して利用を希望される方は毎年手続が必

要です。 

・入会決定は、２月上旬～中旬頃に郵送にてお知らせします。 

. 

☆お問合せ先

長泉町役場 こども未来課 子育て支援チーム   電話：９８９－５５７３ 


